
:　　　　　　

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービス
センター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防
止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木
材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

宣言日 令和4年9月16日

事業場名

㈲尾形運輸

SafeworK 向上宣言

実施事項

1.「安全と健康」を第一に働く人々の快適な

職場環境の形成に取り組みます。

2.危険予知活動の実施をすることで危険源と

労働者のリストを排除し、労働災害撲滅を目

指します。


